
証券コード　2150
平成28年３月４日

株 主 各 位
東京都千代田区九段南一丁目５番６号

株 式 会 社 ケ ア ネ ッ ト
代表取締役社長 大　野　　元　泰

第21期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第21期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年３月24日（木曜日）
午後５時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１.日 時 平成28年３月25日（金曜日）午前10時

２.場 所 東京都千代田区神田錦町三丁目28番
学士会館２階　202号室
（末尾の会場ご案内図をご参照下さいますようお願い申し上げます。）

３.目 的 事 項
報 告 事 項 1．第21期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業

報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第21期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算
書類の内容報告の件

決 議 事 項
 第１号議案 剰余金処分の件
 第２号議案 定款一部変更の件
 第３号議案 監査役３名選任の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご
提出下さいますようお願い申し上げます。

◎　なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が
生じた場合には、当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.carenet.co.jp）
において掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日)

当社は、前連結会計年度より決算日を３月31日から12月31日に変更いたしまし

た。これに伴い、当連結会計年度は比較対象となる前連結会計年度と期間が異な

るため、当連結会計年度の事業報告においては前期との対比の記載はしておりま

せん。

１．企業集団の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（以下「当期」）におけるわが国経済は、政府の金融・

経済政策による景気の下支えや円安、原油安の影響により、堅調に推移し

ておりますが、新興国の景気減速などもあり、依然として不透明な状況に

あります。

当社グループの主要顧客が属する製薬業界においては、大型薬剤の特許

切れや薬価制度の変更、ジェネリック医薬品の使用促進などに直面し、製

薬企業の営業環境は、厳しい状況が続いております。そのため、製薬企業

は、新薬の研究開発や営業・マーケティング活動において、さらなる生産

性向上を求めております。また上市される新薬の中心が、生活習慣病薬か

らスペシャリティ薬に移り変わると予想されるため、製薬企業はスペシャ

リティ薬に合った新たなプロモーション方法を必要としております。

こうしたニーズに対応するサービスを提供するなか、当期においては、

売上高1,911百万円、売上総利益1,197百万円、営業利益153百万円、経常利

益147百万円となりました。これらの結果、当期純利益は132百万円となり

ました。
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セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

①　医薬営業支援サービス

当サービスにおいては、既存サービスの販売体制強化などの取り組みを進

めるなか、医薬営業支援サービスの売上高は1,555百万円、営業利益は557百

万円となりました。

②　医療コンテンツサービス

当サービスにおいては、医師向け教育コンテンツ「ケアネットＤＶＤ」及

び「その他」の売上高は183百万円、医療教育動画サービス「ＣａｒｅｎｅＴ

Ｖ」の売上高は173百万円となりました。

この結果、医療コンテンツサービスの売上高は356百万円、営業利益は103

百万円となりました。

また、医師・医療従事者向け医療専門サイト「ケアネット・ドットコム

（CareNet.com）」においては、医師会員獲得及び維持を目的に、前期に引き

続き積極的に投資を行っております。これにより、当期末の医師会員数は12

万８千人となりました。

　(2) 設備投資等の状況

　当期に実施した設備投資の総額は、49百万円であります。その主なものは、

ケアネット・ドットコム運営システム開発（10百万円）、販売・会計システ

ム開発（34百万円）であります。

　(3) 資金調達の状況

　該当事項はありません。
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　(4) 財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区 分
第18期

平成25年３月期
第19期

平成26年３月期
第20期

平成26年12月期

第21期
(当連結会計年度)
平成27年12月期

売 上 高 ― ― 1,650,282 1,911,997

営 業 利 益 ― ― 180,411 153,171

経 常 利 益 ― ― 202,867 147,003

当 期 純 利 益 ― ― 172,488 132,236

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
（円銭）

― ― 31.96 24.50

総 資 産 ― ― 1,713,175 1,723,670

純 資 産 ― ― 1,325,041 1,424,583

１ 株 当 た り 純 資 産 額
（円銭）

― ― 244.73 262.80

（注）１. 当社では、第20期より連結計算書類を作成しております。
　　　２. 第20期は、決算期変更により平成26年４月１日から平成26年12月31日

までの９ヶ月の変則決算となっております。

②　当社の財産及び損益の状況　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区 分
第18期

平成25年３月期
第19期

平成26年３月期
第20期

平成26年12月期

第21期
(当事業年度)

平成27年12月期

売 上 高 1,766,896 1,797,060 1,624,933 1,890,198

営 業 利 益 51,089 56,947 167,835 152,796

経 常 利 益 54,544 55,339 204,309 153,125

当 期 純 利 益 54,747 50,662 173,713 140,642

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
（円銭）

10.52 9.72 32.19 26.06

総 資 産 1,376,074 1,389,040 1,705,325 1,724,864

純 資 産 1,097,736 1,161,034 1,318,686 1,427,483

１ 株 当 た り 純 資 産 額
（円銭）

210.94 215.15 244.37 264.47

（注）１. 当社は、平成25年４月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行
っております。

２. 第20期は、決算期変更により平成26年４月１日から平成26年12月31日
までの９ヶ月の変則決算となっております。
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　(5) 対処すべき課題

当期において、医薬営業支援サービスの売上高の伸長と費用削減を実施し

たことにより、当社グループは安定的な経営基盤を確立しつつあります。今

後、さらに成長していくため、当社グループは次の課題に対処してまいりま

す。

①新サービスの開発

当社グループの主要顧客である製薬企業が上市する新薬の中心は、生活

習慣病薬からスペシャリティ薬に変化しております。当社グループは、今

後の成長のために、スペシャリティ薬に適したサービスを開発することが

必要であると考えております。生活習慣病薬には適していた製品情報を伝

えるプロモーション活動を支援するサービスだけではなく、スペシャリテ

ィ薬に適した医師向け疾患教育を中心とする製薬企業向け新サービス「Ｃ

ＭＥ（仮称）」を開発することで、新たな市場において、より多くの顧客

の獲得を図ってまいります。

②制作体制の強化

当社グループは、医師教育に関連したサービスを開発するにあたり、コ

ンテンツ制作部門の強化が、今後の成長の鍵になると考えております。優

秀な人材の採用や研修などの社員教育を実施することにより、社内の制作

部門を強化すると同時に、外部との提携・協力も重要な課題と認識してお

ります。既に提携した海外企業との関係深化に一層努めてまいります。加

えて必要に応じ企業買収や戦略的提携、資本参加を行い、制作能力を継続

して高めてまいります。
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(6) 主要な事業内容（平成27年12月31日現在）

　当社グループは、製薬企業向けの医薬営業支援サービス、医師・医療従事

者向けの医療コンテンツサービスを、主な事業内容としております。

　なお、具体的な内容は次のとおりであります。

区 分 内 容

医 薬 営 業 支 援
サ ー ビ ス

医師に製薬企業からの情報を提供し、製薬企業の営業活動の生産
性向上を支援するサービスであります。

医 療 コ ン テ ン ツ
サ ー ビ ス

医師・医療従事者に対し、インターネットを用いて、医療関連コ
ンテンツを無償で提供し、医療教育動画サービスやＤＶＤを用い
て有償の教育コンテンツを提供しております。

(注)　当期より、関連会社である株式会社マクロミルケアネットへマーケティ

ング調査サービス事業を移管いたしました。

(7) 主要な営業所（平成27年12月31日現在）

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 東京都千代田区九段南

②　子会社等

名 称 所 在 地

C X  H e a l t h N e t
L I M I T E D .

64-66 Connaught Road Central,Hong Kong

A s k l e
I n f o r m a t i o n
C o n s u l t i n g
（ S h a n g h a i ）
C o . , L t d .

Huangpu District,Shanghai City,200010 China

M D Q A 株 式 会 社 東京都千代田区九段南
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(8) 従業員の状況（平成27年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

期 末 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

名 名 歳 年
男 性 44 1（減） 40.5 5.7

女 性 40 5（減） 37.3 5.1

合計または平均 84 6（減） 38.9 5.4

（注）１．従業員には使用人兼務取締役及び臨時従業員を含んでおりません。

２．上記従業員の他に、期中平均17名（８時間勤務換算）の臨時従業員がおります。

②　当社の使用人の状況

期 末 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

名 名 歳 年
男 性 44 1（減） 40.5 5.7

女 性 40 －（－） 37.3 5.1

合計または平均 84 1（減） 38.9 5.4

（注）１．従業員には使用人兼務取締役及び臨時従業員を含んでおりません。

２．上記従業員の他に、期中平均17名（８時間勤務換算）の臨時従業員がおります。

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

会 社 名
資 本 金 又 は
出 資 金

当社の議決権等
の 所 有 割 合

事 業 内 容

ケアネット・イノベーション

投 資 事 業 有 限 責 任 組 合
1,660百万円 51.7％ 投 資 業

②　重要な子会社の状況

会 社 名
資 本 金 又 は
出 資 金

当社の出資比率 事 業 内 容

CX HealthNet LIMITED. 1千HK$ 100.0％ 子 会 社 の 運 営 管 理

A s k l e  I n f o r m a t i o n  

Consulting（Shanghai）

Co.,Ltd.

450千$ 100.0％ 医療情報提供サービス

M D Q A 株 式 会 社 5百万円 51.0％ 医療情報提供サービス
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２．会社の株式に関する事項(平成27年12月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 5,495,200株

(3) 株主数 2,067名

(4) 大株主（上位10名）

株　主　名 持 　株 　数 （株） 持　株　比　率（％）

ケアネット・イノベーション

投資事業有限責任組合
2,792,000 51.73

BNYM TREATY DTT 15

（常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀

行　頭取　平野　信行）

395,000 7.32

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

（常任代理人　ゴールドマン・サックス

証券株式会社　代表取締役社長　持田

昌典）

173,200 3.21

藤井　寛治 94,800 1.76

大野　元泰 91,400 1.69

詫摩　直也 88,300 1.64

川西　徹 72,000 1.33

秦　充洋 65,000 1.20

THE BANK OF NEW YORK

-JASDECNON-TREATY ACCOUNT

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決

済営業部　部長　佐古　智明）

57,400 1.06

楽天証券株式会社 41,900 0.78

（注）持株比率は自己株式（97,649株）を控除して計算しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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４．会社の役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 大 野 元 泰  株式会社葦の会　取締役

取 締 役 藤 井 勝 博
COO兼医薬マーケティング事業部長兼
メディカル事業部長兼メディア営業部長
株式会社フェーズワン　社外取締役

取 締 役 藤 井 寛 治 経営管理本部長兼法務部長

取 締 役 高 橋 　 功 最高戦略責任者

取 締 役 藤 原 健 次
医薬マーケティング事業部副事業部長兼
マーケティング本部長

取 締 役 風 間 　 浩 メディア本部長

常 勤 監 査 役 浦 野 雄 三

監 査 役 田 中 龍 夫

監 査 役 諸 橋 吉 郎
株式会社マクロミルケアネット
代表取締役社長

（注）１．監査役浦野雄三および監査役田中龍夫は、社外監査役であります。

２．監査役浦野雄三は、事業会社において長年経理業務に携わり、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。

３．当社は、監査役浦野雄三および監査役田中龍夫を株式会社東京証券取引所の規則に基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．平成27年10月１日付けで取締役の担当を以下の通り変更しております。

藤井勝博はCOO兼営業本部長からCOO兼医薬マーケティング事業部長兼メディカル事

業部長兼メディア営業部長に就任いたしました。

藤原健次はマーケティング本部長 チーフメディカルオフィサーから医薬マーケティ

ング事業部副事業部長兼マーケティング本部長に就任いたしました。

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由
退任時の地位・担当及び
重要な兼職の状況

諸 橋 吉 郎 平成27年３月27日 任 期 満 了
取締役管理本部長
株式会社マクロミルケアネット
代表取締役社長

秦 　 充 洋 平成27年３月27日 辞 任
監査役
株式会社ミレニアムパートナーズ
代表取締役
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区　　分
取　締　役 監　査　役 計

人数 金額 人数 金額 人数 金額

報 酬 等 の 額
名 百万円 名 百万円 名 百万円

7 56 4 12 11 69

 (注) １．上記には、当事業年度中に退任した取締役１名、監査役１名を含んでおり、当事業年

度末現在の人員は、取締役６名、監査役３名であります。

　　　　　なお、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。

　　　２．上記のうち、社外監査役に対する報酬等の総額は、２名分８百万円であります。

　　　３．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　４．取締役及び監査役に対する報酬限度額は、株主総会決議により、次のとおり定められ

ております。

①　取締役

 　　　　年額160百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)(平成19年６月27

日開催定時株主総会決議)に加え、ストック・オプションとして新株予約権による報酬

年額40百万円以内(平成19年６月27日開催定時株主総会決議)

②　監査役

年額25百万円以内(平成13年６月28日開催定時株主総会決議)

(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

－ 11 －



(5) 社外役員に関する事項

　　　当事業年度における主な活動状況

①　社外役員の取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（15回開催） 監査役会（15回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

社 外 監 査 役 浦 野 雄 三 15 100.0％ 15 100.0％

社 外 監 査 役 田 中 龍 夫 15 100.0％ 15 100.0％

②　取締役会等における発言状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監　査　役

浦 野 雄 三

監査役及び経理業務の経験が長く、その専門性か
ら、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお
ります。また、監査役会において、取締役の執行状
況ならびに法令遵守について適宜、必要な発言を行
っております。

田 中 龍 夫

長年に亘る製薬企業での経験から、当社事業と関連
の高い分野における専門的かつ幅広い知識を有して
おり、取締役会において、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行って
おります。また、監査役会において、取締役の執行
状況ならびに法令遵守について適宜、必要な発言を
行っております。

(6) 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社取締役におきましては、事業内容に精通した取締役を中心に、迅速か

つ的確、柔軟な意思決定を重視しており、社外取締役を設置しておりません。

経営の監督を強化する議論の動向を踏まえ、社外取締役の必要性について

検討しましたが、独立性を重視するあまり、適性を欠く方を社外取締役とし

て選任することは、かえって当社の企業価値にマイナスの影響を及ぼしかね

ないことから、当事業年度におきましては、社外取締役を置くことは相当で

ないと判断しました。

なお、独立性のある経営の監督という点では、現在２名いる社外監査役が

取締役会に出席し、取締役の業務執行をチェックするほか、客観的かつ専門

的な立場から適宜意見を述べており、経営監視機能の客観性及び中立性は確

保されているものと考えております。
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５. 会計監査人に関する事項

(1) 名称

　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

内　　　　容 金　　　　額

報酬等の額 　24百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

　24百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した

理由

　当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関す

る実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、見積監査時間などを確認

し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同

意を行っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制は次のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

(a)　企業倫理の確立ならびに法令・定款・社内規程の遵守を目的として制

定したケアネット・コンプライアンス行動規範を取締役及び使用人に周

知徹底する。

(b)　監査役による取締役の職務執行の監査、社長直轄の内部監査人による

社内各部署の監査、及び「公益通報者保護規程」に基づく内部通報制度

によりコンプライアンス状況を適時把握する。

(c)　法令違反及び社内規程に関する重大な違反が発見された場合、取締役

会にて遅滞なく是正の措置をとる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役による報告・決裁・討議・決議の内容は法令及び社内規程に従っ

て適切に保存し、必要に応じて取締役、監査役または会計監査人が閲覧可

能な状態にて管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)　損失の危険について、考えられる要因を定期的に抽出し、取締役会な

らびに弁護士、会計士等の外部専門家の助言を受けて防衛策を講じ、社

内規程に従って適切に管理する。

(b)　不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長直轄の対策チームを設

置し、迅速に対応を決定することによって損害を最小限に止める。

④ 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

(a)　取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、

法定事項その他経営に関する重要事項について審議、決定し、また、各

部門からの報告に基づき、業務執行状況の監督を行う。

(b)　取締役、執行役員、監査役及び内部監査担当者ならびに社長が指名す

る者を構成員とした「経営会議」を原則月１回開催し、取締役会に報告

すべき業務執行上の重要課題を抽出し、解決に向けた協議を行う。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

(a)　当社は、海外子会社管理規程に基づき、子会社に対する適切な経営管

理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行う。

(b)　コンプライアンス規程、コンプライアンス行動規範及び関連規程・規

則に基づき、当社及び子会社における業務活動が法令等遵守の意識のも

と行われる体制とする。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項

監査役が必要とした場合、監査役の職務遂行を補助する使用人を配置す

る。当該使用人の人事異動、人事考課については、予め監査役の同意を得

る。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

(a)　取締役及び使用人が、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状

況その他に関する報告を行うよう周知徹底する。

(b)　重要な決裁書類を、監査役の閲覧に供する。

⑧ 監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

(a)　監査役は取締役会、経営会議等、監査役が必要と認める重要な会議に

出席する。

(b)　監査役は、監査役会において、監査実施状況等について情報の交換・

協議を行う。また、外部監査人ならびに内部監査担当者と定期的に意見

交換を行い、連携を図ることによって効果的な監査業務を行う。

(2) 当該体制の運用状況は次のとおりであります。

内部統制システムの運用状況に関する報告

当社は、前項（１）に記載の業務の適正を確保するための体制を総称し

て「内部統制」として定義し、取締役経営管理本部長を推進責任者（コン

プライアンス・オフィサー）として任命し、内部統制の推進活動を行って

おります。

年初に定めた計画書に基づき、各項目の自己点検を実施しております。

点検結果は四半期毎に、取締役会に報告を行っております。

また、内部監査担当者は社長直属とし、改善すべき事項がある場合、監

査報告書に基づき適宜指導を行い、改善にあたらせております。
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７．会社の支配に関する基本方針
　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社

株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっ

ても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであ

る限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の

大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考

えております。

　ただし、株式の大規模買付提案のなかには、たとえばステークホルダーとの

良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映

しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるため

に必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の

責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買

付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

　───────────────────────────────────

　　本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示して

おります。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成27年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

そ の 他

1,471,447

965,745

410,211

14,919

22,705

57,865

252,222

15,710

11,633

4,076

88,171

87,565

606

148,340

34,188

40,484

62,815

10,852

流 動 負 債 283,582

買 掛 金 32,120

未 払 金 58,987

未 払 消 費 税 等 9,359

未 払 費 用 26,218

未 払 法 人 税 等 1,693

ポ イ ン ト 引 当 金 152,356

そ の 他 2,846

固 定 負 債 15,504

繰 延 税 金 負 債 1,990

資 産 除 去 債 務 13,513

負 債 合 計 299,086

（純資産の部）

株 主 資 本 1,419,772

資 本 金 623,445

資 本 剰 余 金 503,501

利 益 剰 余 金 348,693

自 己 株 式 △55,868

その他の包括利益累計額 △1,309

その他有価証券評価差額金 818

為替換算調整勘定 △2,127

少 数 株 主 持 分 6,120

純 資 産 合 計 1,424,583

資 産 合 計 1,723,670 負 債 純 資 産 合 計 1,723,670

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,911,997

売 上 原 価 714,577

売 上 総 利 益 1,197,420

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,044,249

営 業 利 益 153,171

営 業 外 収 益

受 取 利 息 856

為 替 差 益 2,540

雑 収 入 1,411 4,808

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,162

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 8,515

雑 損 失 298 10,975

経 常 利 益 147,003

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 147,003

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,576

法 人 税 等 調 整 額 △522 13,054

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 133,949

少 数 株 主 利 益 1,712

当 期 純 利 益 132,236

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 623,295 503,351 248,834 △55,868 1,319,613

連結会計年度中の変動額

新株式の発行 150 150 300

剰余金の配当 △32,378 △32,378

当期純利益 132,236 132,236

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額

（純額）

連結会計年度中の変動額合計 150 150 99,858 － 100,158

当期末残高 623,445 503,501 348,693 △55,868 1,419,772

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

為替換算調整勘定
そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当期首残高 584 434 1,019 4,407 1,325,041

連結会計年度中の変動額

新株式の発行 300

剰余金の配当 △32,378

当期純利益 132,236

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額）

233 △2,562 △2,329 1,712 △616

連結会計年度中の変動額合計 233 △2,562 △2,329 1,712 99,541

当期末残高 818 △2,127 △1,309 6,120 1,424,583

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

   (1)  連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称　　　CX HealthNet LIMITED.

　　　　　　　　　　　Askle Information Consulting（Shanghai）Co.,Ltd.

　　　　　　　　　　　MDQA株式会社

   (2)  持分法の適用に関する事項

   ①  持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

関連会社の数　　　　１社

関連会社の名称　　　株式会社マクロミルケアネット

   ②  持分法適用の範囲の重要な変更

当連結会計年度より、関連会社である株式会社マクロミルケアネットについては重要

性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。

   (3)  連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日はすべて連結決算日と同一であります。
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   (4)  会計処理基準に関する事項

   ①  重要な資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(b) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　製品・・・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。

　仕掛品・・・・・・・・・個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま

す。

   ②  重要な減価償却資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数は建物が３年～15年、工具、器具及び備品が４年～６年であります。

(b) 無形固定資産

ソフトウエア・・・・・・社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

   ③  重要な引当金の計上基準

(a) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(b) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(c) ポイント引当金

　ケアネット・ドットコム会員に付与したポイントについて、将来のポイント利用に

伴う費用見込額を引当金計上しております。
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   ④  重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上して

おります。

   ⑤  その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．追加情報

  （法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を

改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日

以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から

平成28年１月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％に、

平成29年１月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

32.3％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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３．連結貸借対照表に関する注記

   (1)  たな卸資産の内訳

製品 4,166千円

仕掛品 10,053千円

貯蔵品 699千円

   (2)  有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　42,749千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

   (1)  当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,495,200株

   (2)  当連結会計年度末において保有している自己株式の種類及び総数

普通株式 97,649株

   (3)  配当に関する事項

①　配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成27年３月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 32,378 6.00 平成26年12月31日 平成27年３月30日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に

なるもの

平成28年３月25日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり提案する予定であり

ます。

決 議 予 定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年３月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 53,975 利益剰余金 10.00 平成27年12月31日 平成28年３月28日

   (4)  当連結会計年度の末日において発行している新株予約権（権利行使期間の到来していな

いものを除く。）の目的となる株式の種類及び株式数

普通株式 35,200株
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５．金融商品に関する注記

   (1)  金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは資金運用については、安全性を重視し、手許資金及び定期預金により

行っております。

②　金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

　受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについて

は、与信管理規定に沿ってリスクを管理しております。

　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価値の変動リスクに

晒されております。

　差入保証金は、主として本社ビルに係る入居保証金であり、期日及び残高を管理して

おります。

　買掛金は外注委託先等に対する債務であり、未払金は一般経費等に係る債務であり、

短期間で支払われます。買掛金及び未払金については、流動性リスク（支払期日に支払

いを実行できなくなるリスク）に晒されております。当該リスクについては、月次単位

での支払予定を把握するなどの方法により、リスクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価は、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に

おいては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。
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   (2)  金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）

２.参照）。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

① 現 金 及 び 預 金 965,745 965,745 －

② 受取手形及び売掛金 410,211 410,211 －

③ 投 資 有 価 証 券 1,513 1,513 －

④ 差 入 保 証 金 62,815 61,170 △1,644

資 産 計 1,440,285 1,438,640 △1,644

① 買 掛 金 32,120 32,120 －

② 未 払 金 58,987 58,987 －

負 債 計 91,108 91,108 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

①　現金及び預金、②　受取手形及び売掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

③　投資有価証券

時価については、株式等は取引所の価格によっております。

④　差入保証金

将来キャッシュ・フローを、返還見込日までの期間及び無リスクの利子率で割り引い

た現在価格により算定しております。

負債

①　買掛金、②　未払金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分
当連結会計年度

（平成27年12月31日）

非上場株式 32,675

関係会社株式 40,484

非上場株式については、市場価値がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もること

などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券」に

は含めておりません。

また、関係会社株式については市場価値がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積も

ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象

としておりません。

６．１株当たり情報に関する注記

   (1)  １株当たりの純資産額 262円80銭

   (2)  １株当たりの当期純利益額 24円50銭

－ 26 －



貸　借　対　照　表
（平成27年12月31日現在）

（単位：千円）

科 　 目 金　額 科 　 目 金　額

(資産の部) (負債の部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,410,007

904,603

38,176

372,035

14,919

22,611

57,661

314,857

15,183

11,633

3,549

88,171

87,565

606

211,502

34,188

54,110

67,300

62,815

10,852

△17,764

流 動 負 債 281,876

買 掛 金 31,834

未 払 金 58,813

未 払 消 費 税 等 8,874

未 払 費 用 26,180

未 払 法 人 税 等 1,303

ポ イ ン ト 引 当 金 152,356

そ の 他 2,512

固 定 負 債 15,504

繰 延 税 金 負 債 1,990

資 産 除 去 債 務 13,513

負 債 合 計 297,380

(純資産の部)

株 主 資 本 1,426,665

資 本 金 623,445

資 本 剰 余 金 503,501

資 本 準 備 金 32,124

その他資本剰余金 471,377

利 益 剰 余 金 355,586

その他利益剰余金 355,586

繰越利益剰余金 355,586

自 己 株 式 △55,868

評価・換算差額等 818

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

818

純 資 産 合 計 1,427,483

資 産 合 計 1,724,864 負 債 純 資 産 合 計 1,724,864

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(
自　平成27年１月１日

至　平成27年12月31日 )
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,890,198

売 上 原 価 713,484

売 上 総 利 益 1,176,713

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,023,917

営 業 利 益 152,796

営 業 外 収 益

受 取 利 息 926

為 替 差 益 1,049

雑 収 入 1,940 3,916

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,162

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,126

雑 損 失 298 3,587

経 常 利 益 153,125

税 引 前 当 期 純 利 益 153,125

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,005

法 人 税 等 調 整 額 △522 12,483

当 期 純 利 益 140,642

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 自　平成27年１月１日
至　平成27年12月31日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本 剰 余 金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 623,295 31,974 471,377 503,351 247,322 247,322 △55,868 1,318,101

事業年度中の変動額

新株式の発行 150 150 150 300

剰余金の配当 △32,378 △32,378 △32,378

当期純利益 140,642 140,642 140,642

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額

（純額）

事業年度中の変動額合計 150 150 － 150 108,263 108,263 － 108,563

当期末残高 623,445 32,124 471,377 503,501 355,586 355,586 △55,868 1,426,665

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 584 584 1,318,686

事業年度中の変動額

新株式の発行 300

剰余金の配当 △32,378

当期純利益 140,642

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額

（純額）
233 233 233

事業年度中の変動額合計 233 233 108,797

当期末残高 818 818 1,427,483

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

   (1)　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

　　　　　その他有価証券

　　　　　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

   (2)　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　製品・・・・・・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりま

す。

　仕掛品・・・・・・・・・個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

   (3)  固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数は建物が３年～15年、工具、器具及び備品が４年～６年であります。

②　無形固定資産

ソフトウエア・・・・・・社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

   (4)  引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

②　役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　ポイント引当金

　ケアネット・ドットコム会員に付与したポイントについて、将来のポイント利用に伴

う費用見込額を引当金計上しております。
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   (5)  重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

   (6)  その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

   (1)  たな卸資産の内訳

　　　製品 4,166千円

　　　仕掛品 10,053千円

　　　貯蔵品 699千円

 (2)  有形固定資産の減価償却累計額

 (3)  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　　短期金銭債権

　　　短期金銭債務

41,715千円

38,204千円

904千円

３．損益計算書に関する注記

 (1)  関係会社との取引高

①　売上高 111,947千円

②　販売費及び一般管理費 3,600千円

③　営業取引以外の取引による取引高 1,297千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

 (1)  当事業年度末において保有している自己株式の種類及び総数

普通株式 97,649株
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５．税効果会計に関する注記

 (1)  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動の部

繰延税金資産 （千円）

未払費用 6,385

未払事業税 2,220

製品評価損

ポイント引当金

9,194

50,369

その他 647

繰延税金資産小計 68,817

評価性引当額 △68,817

繰延税金資産合計 －

固定の部

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 5,730

有形固定資産 7,043

無形固定資産 10,376

投資有価証券

資産除去債務

102,870

4,359

税務上の繰越欠損金 184,532

繰延税金資産小計 314,914

評価性引当額 △314,914

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

建物（資産除去債務） △1,600

その他有価証券評価差額金 △389

繰延税金負債合計 △1,990

繰延税金負債の純額 △1,990
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 (2)  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項

目別の内訳

（％）

法定実効税率 35.6

（調整）

繰延税金資産に対する評価性引当額の増減 △29.6

住民税均等割額 2.5

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4

税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 △0.1

外国税額控除 △0.5

その他 △1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.1

 (3)  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部

を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月

１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。こ

れに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％

から平成28年１月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1％

に、平成29年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

32.3％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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６．関連当事者との取引に関する注記

　 子会社等

種類 会社等の名称

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
CX 
HealthNet
LIMITED.

(所有)
直接100.0

資金援助
役員の兼
任

資金の貸
付(注）１

967
関係会社

長期貸付金
（注）２

67,300

利息の受
取(注）１

697
未収利息
（収益）

－

関連
会社

株式会社マ
クロミルケ
アネット

(所有)
直接49.0

役員の兼
任

マーケテ
ィング調
査(注）３

111,947 売掛金 38,204

（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案し決定しております。なお、担保は受け入れ

ておりません。

２．子会社への貸付金に対し、17,764千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事

業年度において、1,126千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

３．価格その他の取引条件は、市場価格を勘案した一般的取引と同様の条件としておりま

す。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 264円47銭

(2) １株当たり当期純利益金額 26円06銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年２月17日

株式会社　ケアネット

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 由　水　雅　人 印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 渡　邊　康一郎 印

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ケアネットの平成27年１月
１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社ケアネット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年２月17日

株式会社　ケアネット

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 由　水　雅　人 印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 渡　邊　康一郎 印

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ケアネットの平成27年
１月１日から平成27年12月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細
書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第21期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議

の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、当期の監査方針、監査計画を策定し、また職務の分担等を

定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監

方針、監査計画及び職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の

使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める

とともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調

査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及

び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る

企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規

則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議

の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針

については、その内容について検討を加えました。
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④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及び

その附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２.　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められま

せん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成28年２月19日
株 式 会 社  ケ ア ネ ッ ト  監 査 役 会

常 勤 監 査 役 浦 野 雄 三

監 査 役 田 中 龍 夫

監 査 役 諸 橋 吉 郎

（注）監査役浦野雄三及び監査役田中龍夫は、会社法第２条第16号及び第335条
３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主への利益還元を重要政策の一つと認識しており、配当につい

ては、各期の経営成績と事業への投資に備えるための内部留保の充実とを勘

案して決定する方針をとっております。

　当期の期末配当については、上述の方針に基づいて、以下のとおりとした

いと存じます。

　　(1) 配当財産の種類

　　　　金銭といたします。

　　(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　当社普通株式１株につき金10円としたいと存じます。

　　　　なお、この場合の配当総額は、53,975,510円となります。

　　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　平成28年３月28日
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　　「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴

　い、「会社法」（平成17年法律第86号）第427条第1項の規定により、

　業務執行取締役等でない取締役および監査役との間に、会社法第423条

　第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨を定めるもので

　あります。

　　なお、本議案を本総会に提出することにつきましては、会社法第427条

　第3項の規定に基づく各監査役の同意を得ております。

２．変更の内容

　　変更の内容は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　（下線部分は変更箇所を示しております。）

現　行　定　款 変　更　案

（社外取締役との責任限定契約）

第32条　当会社は、会社法第427条

　　　第1項の規定により、社外取締役

　　　との間に、会社法第423条第1項

　　　に関する賠償責任について法令

　　　に定める要件に該当する場合に

　　　は、賠償責任を限定する契約を

　　　締結することができる。但し当

　　　該契約に基づく賠償責任の限度

　　　額は、法令の定める額とする。

第33条

～　　　＜条文省略＞

第42条

（取締役との責任限定契約）

第32条　当会社は、会社法第427条

　　　第1項の規定により、取締役

　　　（業務執行取締役等であるもの

　　　を除く。）との間に、会社法

　　　第423条第1項に関する賠償責任

　　　について法令に定める要件に該

　　　当する場合には、賠償責任を限

　　　定する契約を締結することがで

　　　きる。但し当該契約に基づく賠

　　　償責任の限度額は、法令の定め

　　　る額とする。

第33条

～　　　＜現行通り＞

第42条
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現　行　定　款 変　更　案

（社外監査役との責任限定契約）

第43条　当会社は、会社法第427条

　　　第1項の規定により、

　　　社外監査役との間に、会社法

　　　第423条第1項の賠償責任につい

　　　て法令に定める要件に該当する

　　　場合には、賠償責任を限定する

　　　契約を締結することができる。

　　　但し当該契約に基づく賠償責任

　　　の限度額は、法令の定める額と

　　　する。

（監査役との責任限定契約）

第43条　当会社は、会社法第427条

　　　第1項の規定により、

　　　監査役との間に、会社法第423条

　　　第1項の賠償責任について法令に

　　　定める要件に該当する場合に

　　　は、賠償責任を限定する契約を

　　　締結することができる。但し当

　　　該契約に基づく賠償責任の限度

　　　額は、法令の定める額とする。

第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役３名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、監査役３名の選任をお願いするものであります。

  なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者

番号

ふ り が な

氏　　　名
生年月日

略歴、当社における地位

（重要な兼職の状況）

所有する

当社の株

式の数

1
もろはし　　よしろう

諸橋　吉郎
昭和31年１月17日生

昭和54年11月　日本アップジョン株式会社　入社
平成19年12月　当社　入社
平成20年４月　当社　執行役員
　　　　　　　ITソリューション部長
平成22年４月　当社　執行役員　管理本部長
平成23年６月　当社　取締役　管理本部長
平成26年12月　株式会社マクロミルケアネット
　　　　　　　代表取締役社長（現任）
平成27年３月　当社　監査役（現任）

－株
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候補者

番号

ふ り が な

氏　　　名
生年月日

略歴、当社における地位

（重要な兼職の状況）

所有する

当社の株

式の数

2
たなか　　たつお

田中　龍夫
昭和27年11月13日生

昭和50年４月　日本化薬株式会社　入社
昭和54年９月　台糖ファイザー株式会社
　　　　　　　（現ファイザー株式会社）　入社
昭和63年７月　日本イーライリリー株式会社　入社
平成６年４月　同社　中国、四国支店　支店長
平成７年８月　米国イーライリリー本社
　　　　　　　インスリン、ヒト成長ホルモン担当
　　　　　　　マーケティングマネージャー
平成10年１月　日本イーライリリー株式会社
　　　　　　　営業政策部長
平成12年１月　ヤンセン協和株式会社
　　　　　　　（現ヤンセンファーマ株式会社）入社
　　　　　　　執行役員　営業本部長
平成15年９月　日本ベーリンガーインゲルハイム
　　　　　　　株式会社　入社　執行役員
　　　　　　　営業本部長
平成23年12月　同社　退社
平成24年６月　当社　社外監査役（現任）

－株

※3
はい　　えいしゅ

裵　英洙
昭和47年９月30日生

平成10年４月　金沢大学医学部附属病院
　　　　　　　第一外科（現：心肺総合外科）
平成11年４月　福井県立病院　外科
平成12年４月　厚生連高岡病院　胸部外科
平成14年４月　大阪市立大学大学院医学研究科
　　　　　　　（金沢大学大学院、特別研修生）
平成16年10月　大阪市立総合医療センター　病理部
平成19年４月　公益財団法人　健康予防医学財団
　　　　　　　理事　就任
平成21年３月　メディファーム株式会社
　　　　　　　代表取締役　就任
平成26年９月　同社　代表取締役　退任
平成26年10月　ハイズ株式会社　代表取締役（現任)

－株

（注）１．※印は、新任の監査役候補であります。

２．候補者裵英沫氏は、ハイズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は

同社と業務委託契約を締結しております。その他の候補者と当社との

間には特別の利害関係はありません。

３．田中龍夫氏と裵英沫氏の両氏は、社外監査役候補者であります。

なお、当社は社外監査役候補者のうち、田中龍夫氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

また、裵英沫氏も同じく独立役員として同取引所に届け出る予定であ

ります。

４．田中龍夫氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる製薬企業

の経験から、当社事業と関連の高い分野における専門的かつ幅広い経

験を有しており、経営判断及び内部統制において高度な監査面からの

助言を期待しているためであります。なお、田中龍夫氏の監査役とし

ての在任期間は本総会終結の時をもって３年になります。
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５．裵英沫氏を社外監査役候補者とした理由は、医師として専門的な見識

を有しており、医師向けのサービスを展開する当社における取締役会

の意思決定が適切かどうか、外部的な視点から助言を期待できるため

であります。なお、裵英沫氏は、ハイズ株式会社の代表取締役社長で

あり、当社は同社と業務委託契約を締結しておりますが、その年間取

引額が当社及び同社それぞれの売上高に占める割合は僅少であって、

同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

６．当社は、監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第43条

において、当社と監査役との間で、監査役が任務を怠ったことによる

損害賠償責任を限定する契約を締結でき、その限度額は法令が定める

額とする旨を定めております。

これにより、田中龍夫氏は、当社との間で責任限定契約を締結してお

り、同氏の再任が承認された場合、上記責任限定契約を継続する予定

です。また、監査役候補者である諸橋吉郎氏、裵英沫氏の、それぞれ

再任及び選任が承認された場合、当社との間で上記と同じ責任限定契

約を締結する予定です。

以　上
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株主総会会場ご案内図

　学士会館

　　〒101-8459　 東京都千代田区神田錦町3-28

　　地下鉄都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線

　　　「神保町」駅下車A9出口徒歩1分

　　東京メトロ東西線「竹橋」駅下車3a出口から徒歩5分

　　　「東京」駅北口からタクシーで10分

　　　TEL.03-3292-5936

　○駐車場のご用意はしておりませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。


